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  事務局次長 森口 雅志   事務局主査 松 木  愛 

 

１．審査案件 
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（午前９時５９分 開会） 

○水谷毅委員長 ただいまから文教上下

水道常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、西谷委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおりに行うことに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。本会議

の際にも申し上げましたけれども、皆様方、

このたびは御当選、誠におめでとうござい

ます。そして、水谷委員長、西谷副委員長

はじめといたしまして、文教上下水道常任

委員会の皆様方におかれましては、１年間

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 今日は、本当にお忙しい中、文教上下水

道常任委員会をお持ちいただきまして、誠

にありがとうございます。 

 本日の案件でございますが、令和７年度

摂津市一般会計補正予算（第３号）所管分

の審査外１件についてでございます。何と

ぞ慎重審査の上、御可決を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 なお、私はこの場を一旦退席いたします

けれども、待機しておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○水谷毅委員長 挨拶が終わりました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 議案第５３号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 宇都宮委員。 

○宇都宮美男委員 おはようございます。

私から１点、質問がございます。 

 補正予算書の４ページです。小学校スク

ールバス運行業務委託事業でございます。 

 以前、教育政策課から説明を受けました

が、今後また感染症予防の面で、小学生で

すので、インフルエンザやコロナ以外にも

たくさんの感染症があると思います。たく

さんの子供が乗る際、満員のときに、感染

症対策をどうしていこうと思っているの

かを一つ質問したいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 小西課長。 

○小西教育政策課長 感染症対策につい

ての質問です。 

 現行、学校保健に関わる感染症は、学校

でも一定の人数になりましたら、学級閉鎖

等がございます。そこのところに準じなが

ら、今後、バスの運行については、まだ具

体的にどのような形で運行を止めるなど

は、検討中でございますけれども、現行の

学校の運営等も照らし合わせながら考え

てまいります。 

○水谷毅委員長 宇都宮委員。 

○宇都宮美男委員 答弁ありがとうござ

います。今後、移動中のバス車内の換気等

を徹底するなど、ドライバーの方もしくは

利用する児童の方がしっかりと意識でき

る感染症対策というものを希望させてい

ただきまして、私の質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございます。 

○水谷毅委員長 ほかにありますか。 

 谷口委員。 

○谷口治子委員 ３点、お聞きしたいこと

がございます。 
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 まず、スクールバスのことです。鳥飼東

小学校の児童の方から、アンケートが行わ

れたということを聴いております。その中

で、統合に関して、鳥飼小学校は楽しみに

している子が多いんですけれども、鳥飼東

小学校は不安を感じている子がたくさん

いらっしゃいます。その中に、バスに乗れ

ない不安がある。また、学校が遠くなって

しまう、変わることに対しての不安がある

と聴いております。 

 前回、説明いただいたときに、実際の距

離で１．５キロメートル以上の子たちはバ

スに乗るとありました。今後、鳥飼中２丁

目、３丁目で、１．５キロメートル以内の

子供たちも乗れるようにする考え方はあ

るのかをお聞きしたいです。 

 ２点目なんですけども、第２児童センタ

ーに関してです。こちらは、外国の方が来

られたときの対応であったり、障害のある

方が来られたときの対応とかはどうされ

るのかをお聞きしたいです。 

 そして、３点目、学童保育事業はなぜ民

間委託なのかです。先ほどお話ししたとお

り、鳥飼小学校・鳥飼東小学校は統合にな

ります。そうなったときに、心の不安を抱

えている子たちもいます。民間となります

と、どうしても担当がころころ替わってし

まう可能性もあります。一度、民間ではな

く、市が直接指導員を雇う形を取れないか

も考えていただきたいと思います。 

 以上、３点、お願いします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 小西課長。 

○小西教育政策課長 まず１点目、１．５

キロメートルということで、鳥飼中２丁目、

鳥飼中３丁目の子供たちが乗れないとい

うことでございます。 

 １．５キロメートルにつきましては、令

和４年に実施しました小中学校の教育環

境等に関するアンケート調査で、徒歩での

通学距離として、どの程度までが許容範囲

かとの問いに対し、１．０キロメートル未

満が６７％、１．５キロメートル未満が２

９％となっており、鳥飼小学校児童との公

平性についても考慮して、実際の通学距離

が１．５キロメートルを超える丁目の子を

対象とさせていただきました。 

 今後、乗れるようになるのかということ

ですけれども、教育委員会としましては、

今回、統合に伴って通学距離が遠距離とな

る、つまり鳥飼小学校から実際の距離が１．

５キロメートルを超える丁目単位の全学

年児童を対象と考えております。 

 今後、それ以外の子供たちが乗れるかと

いうことについては、今のところ検討して

おりません。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 それでは、２

点目と３点目の質問につきましては、私か

らお答えさせていただきます。 

 まず、２点目の第２児童センターに関し

まして、外国人の方への対応と障害者の方

への対応でございます。 

 現在、第２児童センターの指定管理者に

つきましては募集を行っているところで

ございます。その募集要項の中で、管理運

営の基本方針といたしまして、安全・安心

でインクルーシブな児童センターという

項目を一つ設けております。その中には、

障害のある児童に対する合理的配慮や外

国にルーツがある児童への支援など、誰も

が安全・安心に利用でき、自分らしく過ご

せる居場所となるよう管理運営する考え

方で審査いたします。 

 まだ指定管理者が決まっていない状況

でございますので、今後、指定管理者が決
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定しましたら、そういった点をどのように

対応していくか、協議しながら決めていく

ことになろうかと思います。 

 また、身体障害となりますと、車椅子の

方等もおられます。そちらについてはエレ

ベーターも整備しておりますので、御利用

は可能となっております。 

 ３点目、学童保育の民間委託に関する点

でございます。鳥飼小学校・鳥飼東小学校

の学童保育事業につきましては、令和２年

度から民間委託を導入しております。それ

ぞれ市内の社会福祉法人に今、運営を担っ

ていただいている状況でございます。 

 今回、２度目の更新ということで募集す

るわけでございます。直営という御意見も

頂きましたけれども、また直営に替えると

なりますと、これまで培ってきた部分が変

わることになります。そういった部分では、

直営にするほうが変化があるのではない

かと考えます。 

 また、直営にしても、当然、人事異動等

で指導員の変更がございますので、そうい

ったところも、これまでも丁寧に対応して

きたところでございます。 

 民間委託となりましても、丁寧な対応と

いうのは変わりございませんので、今回、

今から委託業者の募集をする段階ではご

ざいますが、もし委託業者が替わることに

なりましても、これまで同様に引継業務を

丁寧にいたしまして、児童の心の部分にし

っかり寄り添ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 谷口委員。 

○谷口治子委員 御答弁いただきありが

とうございます。 

 スクールバスのことです。今回の統合は、

市や大人の都合で統合されるということ

もあります。それに関して子供たちやその

親御さんたちが心を痛めている可能性も

あります。できる限り希望する子供たちが

乗れるようにしていただけたらと思いま

す。 

第２児童センターに関しては、そういう

要望があるということなので、ぜひ、そう

いうことをしっかりされる業者を選んで

いただけたらと思います。 

 ３点目の学童保育です。どうしても民間

の方の場合、市の顔色をうかがうところも

あるかと思うんです。何か問題が起こった

ときに、市に伝えずに、そこで解決しよう

という考え方をするかもしれません。また、

市が指導員を雇うとなると、責任は市が負

うことになります。市に直接連絡が入った

り、市が直接やり取りすることができるの

で、連携も強くなると思います。 

 もう１点、聞きたいことがあるんですけ

ど、研修内容は民間委託と直営で同じなの

でしょうか。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 学童指導員

の研修でございます。研修につきましては、

民間の事業者が独自でされていることも

ございます。直営で実施している研修につ

きましては、民間の方も参加できるように

配慮しておりますので、同様といいますか、

それ以上の対応をされているのかと思い

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 谷口委員。 

○谷口治子委員 答弁ありがとうござい

ました。 

 また、民間での今までの５年間の検証も

されていると思うので、そちらの内容も今

後、発表していただけたらと思います。 

御答弁いただき、ありがとうございました。 



- 5 - 

 

○水谷毅委員長 ほかにありますか。 

 香川委員。 

○香川良平委員 おはようございます。そ

れでは、質問させていただきたいと思いま

す。 

 同じく、小学校スクールバス運行業務委

託事業で、債務負担を組んでいる部分です。 

 まず、令和７年度から令和１０年度とい

うことで、実施自体は来年の４月からと理

解しております。準備が要るので、今の時

点で債務負担を組んでいると思います。ま

ず、１回目で、概要についてお聞きしたい

と思います。金額の根拠についても説明い

ただけたらと思います。 

 次に、１２ページ、１３ページの物価高

騰対策中学生世帯応援給付金、２，６４０

万円についてお聞きしたいと思います。 

 これも、給付金の内容についてお聞きし

たいと思います。対象者であったり申請方

法、スケジュール、周知方法についてお聞

かせいただきたいと思います。 

 以上、２点です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 小西課長。 

○小西教育政策課長 まず、スクールバス

の運行業務の概要、内容についてでござい

ます。 

 通学が長距離となる児童の通学支援策

としてスクールバスを導入するに当たり、

車両の管理業務を委託するものでござい

ます。 

 具体的な業務内容は、バスの運行、それ

から、運転手の確保・調整、車両の任意保

険の加入、事故の際の対応等など、運行に

関する業務となってございます。 

 続いて、金額についてでございます。 

 この業務委託の債務負担行為につきま

しては、期間が令和７年度から令和１０年

度までで、限度額が６，３３６万円となっ

ております。 

 先ほどおっしゃいましたように、令和７

年度についてはゼロ債務での負担行為と

なりまして、実際の委託期間については、

令和８年度から令和１０年度の３年間と

なっております。年額にしまして２，１１

２万円となります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 それでは、物

価高騰対策中学生世帯応援給付金の質問

にお答えいたします。 

 まず、給付の対象者でございます。 

 こちらは今後、要綱を制定して固めてい

くことになりますけれども、現在、考えて

おりますのは、まず、令和７年１０月１日

時点で、摂津市の住民基本台帳に記載のあ

る中学生年代の生徒です。中学生年代とい

うのは、平成２２年４月２日から平成２５

年４月１日までに出生した児童というこ

とになります。そちらの児童及び摂津市立

中学校に在籍している児童。また、令和７

年１０月２日から令和８年２月１４日ま

でに転入してこられたり、転校してこられ

た中学生を対象にしたいと考えておりま

す。 

 それから、２点目の申請方法でございま

す。 

 申請につきましては、令和７年１０月分

の児童手当を受給されている方は、プッシ

ュ型で、申請なしで支払いをしていきたい

と考えております。口座の確認等をした上

で、変更の希望がなければ、そのまま振込

を予定しております。 

 あと、児童手当を受給されていない公務

員の方でありますとか、その他の事情のあ

る方は、申請を受け付けることになります。
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要綱を制定次第、申請を受付してまいりた

いと考えております。 

 それから、スケジュールでございます。 

 今回、補正予算を提案しておりますけど

も、御可決いただきましたら、すぐに要綱

の制定作業を進めまして、児童手当の受給

世帯につきましては、できるだけ早い段階

で、通知文書を送付させていただきたいと

考えております。 

 また、同時に、市立中学校を通じまして、

各家庭に事業の周知、案内文書を配布して、

そこで公務員の方等に対する申請の案内

も行ってまいりたいと考えております。 

 あと、支払いのスケジュールでございま

すけれど、プッシュ型につきましては、令

和８年１月上旬に申請を受け付けた方に

つきましては、１回目を令和８年１月下旬

に振込したいと考えております。 

 ４点目の周知方法でございます。 

 先ほどとちょっとかぶる部分がござい

ますけれども、児童手当の受給世帯につき

ましては、通知文書を送付し、それ以外の

方も含めまして、市立中学校を通じて案内

文書を配布いたします。また、そのほかに

も、市のホームページや公式ＬＩＮＥ、広

報せっつといったツールの活用を検討し

ております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。 

 ２回目ですけど、小学校スクールバス運

行業務委託事業についてです。 

 ３年契約と理解しています。令和８年度、

令和９年度、令和１０年度と。昨今の物価

高騰で、３年後の契約時には、また、高騰

するのではないかと私は見ているんです。

例えば、５年契約やったら、約２，１００

万円掛ける５年でいけるのかというイメ

ージなんですけど、３年契約の理由につい

て教えていただきたい。長ければ長いほど、

コストが安くなると私は思うので、なぜ３

年なのかをお聞きしたいと思います。 

 物価高騰対策中学生世帯応援給付金は、

丁寧な答弁ありがとうございました。対象

者について、金額は幾らですか。一番知り

たいのはそこです。それと、財源内訳を見

させていただいたら、国府支出金で２，６

０２万９，０００円。一般財源が１３３万

円あるんです。この１３３万円を捻出して

いる根拠について聞きたいんです。こうい

う給付金事業をするに当たって、１００％

国の支出金を使ったら駄目なのか、ある程

度は一般財源を使わないといけないのか、

その辺、確認の意味で教えてください。 

 ２回目は以上です。 

○水谷毅委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 物価高騰等があり、

５年と長い委託期間のほうが経費は抑制

できるのではないかということでござい

ます。 

 なぜ３年かということでございますけ

れども、この通学バスの運行につきまして

は、私どもは初めて行う事業でございます。

やはり３年間運用した後に、一定、実施状

況の見極めが必要かと思います。車両のリ

ースについては既に御可決いただいてお

りますけれども、中型バスとなっておりま

す。状況に応じては、中型からマイクロバ

スへの変更等もあるやもしれないという

ことで、今回については３年でさせていた

だきました。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 給付金の件

でございます。 

 まず、金額でございます。児童１人当た
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り１万２，０００円を支給するということ

で制度設計しております。 

 財源の部分等につきましては、政策推進

課と財政課で主に協議された部分もあり

ますけれども、今回、交付金の額が２，６

０２万９，０００円ということで、これま

で実施された給付金の財源より非常に少

ない額で、制度設計をしていったところで

ございます。その中で金額についても１人

当たり１万２，０００円となったという経

緯でございます。公費の充当につきまして

は、基本的には国の交付金を適切に市民へ

還元していくということになりますけど

も、それを超える部分については一定、一

般財源を持ち出しても給付していく方針

でされていると認識しております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。 

 ３回目で終わっておきます。 

 ３年間、小学校スクールバス運行業務委

託事業をやってみて、総括して変更してい

く部分もあるという考えの中で、３年契約

にしたと理解いたしました。 

 おっしゃるとおりやと思いますので、３

年間、まずは安全に事故のないように、し

っかりとやっていただきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 物価高騰対策中学生世帯応援給付金に

ついてです。 

 分からないところもあったんですけど、

理解しました。 

 ２，６０２万９，０００円の国府支出金

を目いっぱい使って給付金事業をやって

いくと理解しました。これもミスのないよ

うにしっかりと適正に行っていただくよ

うにお願いして、質問を終わりたいと思い

ます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 ほかにありますか。 

 西谷委員。 

○西谷知美委員 私からは３点、質問させ

ていただこうと思います。 

 債務負担行為において、小学校スクール

バス運行業務委託事業についてです。ルー

トはどうピックアップするかという選定

方法についてお伺いしたいと思います。 

 ２点目、第２児童センター指定管理事業

です。これは中学生も受け入れるというと

ころで、募集に際して、先ほど谷口委員か

ら、障害をお持ちの方であるとか外国籍の

ことについて質問がありました。これまで

第１児童センターでは小学生メインでし

たので、中学生を受け入れるに当たって、

中学生も受け入れる事業を行ってきたと

ころなど、そういう条件をつけているのか

どうか。中学生となると、小学生と違って

やっぱり難しい部分があると思うんです。

その辺をお伺いしたいと思います。 

 ３点目、学童保育事業に関してです。く

しくも昨日、皆さんも、メールを受け取ら

れたと思うんです。この債務負担とちょっ

と違うんですけれども、４年生以上の学童

保育の報告メールがあったんです。校舎の

問題等もあると思うんですけれども、千里

丘学童保育室がいまだ４年生以上の受入

れがないというところで、この年度内に４

年生を受け入れるスケジュールというか

予定があるのかどうかについてお伺いし

たいと思います。 

 以上、３点です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 小西課長。 

○小西教育政策課長 まず、スクールバス

のルートの選定について、今、ピックアッ

プとおっしゃったのは乗降場所かと思い
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ます。 

 スクールバスの乗降場所につきまして

は、２月に実施した説明会では、鳥飼東小

学校と鳥飼仁和寺大橋高架下駐車場、この

２か所でピストンといいますか、乗り場・

降り場という形で予定しておりました。し

かしながら鳥飼仁和寺大橋の橋桁の耐震

補強工事のため、令和８年度から令和１０

年度までの間は、乗降場所として利用でき

ないと大阪府茨木土木事務所より連絡が

ございましたので、現在、鳥飼東小学校と

鳥飼小学校前のＪＡ北大阪経済南事務所

前、こちらの２か所を乗降場所とすること

で検討を進めているところです。 

 あと、途中の停留所というようなことに

ついては今、考えておりませんで、出発場

所と到着場所の２か所で運行したいと考

えております。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 ２点目と３

点目の御質問にお答えいたします。 

 まず、２点目の第２児童センターに関す

る件でございます。 

 我々としましても、今回、中高生を対象

とした施設というところで、そこは重視し

たいと考えております。その中で、先ほど

の答弁でも申し上げました募集要項の管

理運営の基本方針の中に、インクルーシブ

同様に中高生が集える児童センターとい

う項目を設けております。中高生が自主的

に活動できる場を提供し、自主活動を支援

するとともに、第２児童センターでのボラ

ンティア活動等への参加など、異年齢交流

の機会を創出すること。来館する中高生と

の交流の中で信頼関係を構築し、個々の支

援につなげるよう取り組むこと。このよう

な方針を掲げております。広く募集すると

いう意味でも、中高生の支援の経験という

のを募集の条件には加えておりませんけ

れども、方針の中でこういったものを掲げ

まして、頂いた提案の中で中高生に対する

支援を重視しながら選定してまいります。

その上で、具体的な部分については、決定

した事業者と協議してまいることになろ

うかと思います。 

 ３点目、４年生保育の件でございます。 

 ４年生保育につきましては、可能なとこ

ろから進めていくということで、まず、令

和６年度、鳥飼地域の４校で始めまして、

今年度は三宅柳田学童保育室と味舌学童

保育室と、味生学童保育室に拡大していっ

た経緯がございます。そして、来年度から

は、準備が整いました摂津学童保育室と別

府学童保育室も開始すると、先般、決定し

たところでございます。 

 残るのが千里丘学童保育室となります

けれども、先ほど申し上げました場所と人

の条件が、どうしても整うことが難しい状

況でございます。校舎が完成するまでは、

教室がどうしても不足しておりますので、

その中で受け入れることは、困難かと考え

ております。そのため、千里丘学童保育室

については、新校舎が完成する令和１０年

度の開始を目標に今、進めておるところで

す。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 丁寧な御説明、ありがと

うございました。 

 まず、バスの乗降場所、特に降りる場所

についてです。鳥飼東小学校に戻ることで、

より遠くなるお子さんがいたりすること

を考えると、降りるところを増やすのは難

しいですか。でも、いろいろ考慮いただい

た上での回答だと思いますので、ありがと

うございました。 
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 ２点目、児童センターの件です。条件の

中にそういった中高校生が活発に活動で

きるような関わり方を項目に入れている

ということで、安心いたしました。 

 ユースセンターのような場所が摂津市

にはないと、度々、委員会や一般質問等で、

私も触れさせていただいていますけれど

も、そういうノウハウがあるＮＰＯとかは

茨木市で実施されていたりもするので、そ

ういった長所を持っているところに聞い

てみたりして、うまく管理していただける

事業者を見つけていただくよう要望した

いと思います。 

 次に、千里丘学童保育室の４年生以上の

話です。今、吹田市の千里第一小学校で、

学童に入りたいお子さんがすごく増えて

いるということで、小学校以外の場所も活

用して、希望者があぶれることがないよう

に吹田市は取り組まれているそうです。吹

田駅付近の物件を探しているため、そっち

に移動する子が出てくる話も聴いている

ので、それはそれで課題もあるんですが、

吹田市の受入れ姿勢というか、なるべくあ

ぶれる子がないようにというところは評

価できるかと思います。今、建て替えで狭

くなるのは当然、予測できるんですけれど

も、やっぱり千里丘小学校にも、４年生以

上保育を希望されている方もいると思う

ので、他市の取組なども参考にしていただ

いて、校舎だけを言い訳にしないでほしい

です。ちょっと厳しいことを言いますが、

他市と条件が違うのはしようがないと思

うんですけれども、市内で同じ条件じゃな

いのは、保護者から摂津市内で千里丘小学

校だけ何でなんという声が上がらないよ

うに、検討いただけたらと思います。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 ほかにありませんか。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、１点だけ質問

させていただきます。 

 小学校スクールバス運行業務委託事業

で、以前に直営の検討も提案したんですけ

ども、それについて今回、民間委託という

ことで、メリット・デメリットというか、

どのように検討されて最終的に決定され

たのかお聞きしたいと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 小西課長。 

○小西教育政策課長 検討についての御

質問でございます。 

 バスにつきましては、朝の登校時、それ

から、夕方の下校時の運行になります。 

 そのため、間が少し中抜けといいますか、

業務のない時間が発生いたします。午前７

時３０分出勤、午後６時４５分退勤として、

途中、約４時間の中抜けがある会計年度任

用職員の自動車運転嘱託員報酬額は、給料

号俸で言いますと３４号給となります。報

酬額を３人分、車両任意保険料２台分、社

会保険料３人分、それから、民間相場で大

体１５％から２０％ぐらいと言われる労

務管理費について、大体人件費の１５％ぐ

らいを含んで試算いたしますと、年間約１，

４５８万円、月当たり約１２２万円となり

ます。しかしながら、雇用の確保、事故時

の処理、それから、事故時の代車手配やド

ライバーの休暇代替の人員確保等につい

て、困難・煩雑になることが想定され、金

額での比較は難しいと考えております。 

 また、この事業については、先ほどもあ

りました３年後に見直しもあり、直営とす

るにはなかなか難しいところがあると考

えております。 

○水谷毅委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 しっかりと検討されて
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このように至ったということで、理解をい

たしました。 

 事故が起きた場合とか、確かになかなか

そういったところの業務は大変かとは思

います。そこはしっかりと３年間、見てい

ただいて、やっていただければと思います。 

 私からは以上です。 

○水谷毅委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３７分 休憩） 

（午前１０時３９分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 議案第５５号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 宇都宮委員。 

○宇都宮美男委員 議案第５５号につい

て少し質問させていただきます。 

 現行改正案として、虐待等の禁止という

ところがございます。放課後児童健全育成

事業者の職員は、利用者に対し、第３３条

の１０第１項各号に掲げる行為、その他該

当利用者の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならないということでありま

す。今まで摂津市内でそういう事案があっ

たのかどうかが、ちょっと分かっていない

ので、ここに至るまでの経緯を少し説明し

ていただければ。よろしくお願いします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 それでは、お

答えいたします。 

 最後のここに至るまでの経緯というと

ころでいきますと、今回の改正は、法律上、

児童福祉法の改正に伴いますので、虐待が

あったからこの条例改正をするとか、そう

いうことではないということは御理解い

ただきたいと思います。その上で、本市の

これまでの学童保育でいきますと、虐待と

までは言えないけれども、不適切な保育み

たいなものはございました。そういう場合

に、今回、通報が義務づけられるというこ

とで法律改正があったわけです。これまで

も、本市でそういった通報をこの条例の中

で定めておりましたので、それに基づいて、

これまでも報告をいただいて、そういった

ケースについては、担当職員が現地へ赴き

まして、事情を確認したりする中で指導を

行ってきたという経緯はございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 宇都宮委員。 

○宇都宮美男委員 答弁ありがとうござ

います。 

 今、通報の義務というところがありまし

た。この通報の義務ですけれども、周辺の

方、近隣の方等からの誤報ではないかとい

うところも、消防で言う火災の誤報と同じ

ように増えてくるのではないかと思いま

す。しかし、誤報であってもしっかりと対

応できる状態を整えているのかどうかを

質問させていただきます。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 今回の改正

につきましては、保育に携わる者、学童で

言えば指導員や、保育所等で言えば保育士

等が通報する義務が法律で定められたと

いうところでございます。近隣の方等や、

保護者の方からの部分ではないわけでご

ざいますけれども、当然そういった通報も

ございます。これまでもそういった件がご

ざいましたら、同様に、適切に対応をして

いるところでございます。 

 以上です。 
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○水谷毅委員長 宇都宮委員。 

○宇都宮美男委員 ありがとうございま

した。今後、職場内の環境改善もしっかり

としていくというところで、この条例改正

がされたから改善されたというよりは、職

員一人一人の意識改善をしっかりとして

いただきまして、私の質問を終了させてい

ただきます。ありがとうございます。 

○水谷毅委員長 ほかにありますか。 

 谷口委員。 

○谷口治子委員 まず、今回の件で２点、

質問させていただきます。 

 今回の法改正で、摂津市の中で前向きな

期待ができるものがあるのかという点と、

乳幼児健診、保育園に入る前ですね。それ

を受けていれば免除される点があるとい

うことですけれども、乳幼児健診は１歳

半・３歳半とあると思うんです。２歳の子

供が入られる場合、１歳半から、半年たっ

てしまっている方もいらっしゃる可能性

もあります。となると、子供の半年の成長

ってすごく大きいと思うんですけども、そ

ういう方が来られた場合はどうなるかと

いう点を教えていただきたいです。よろし

くお願いいたします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 今回、条例改正案を

提出させていただいております内容とし

ましては、児童虐待対応の強化を行うとい

った目的から児童福祉法等の改正が行わ

れております。その改正に伴いまして、虐

待を受けたと思われる児童を発見した職

員、保育所とか認定こども園、また学童保

育事業等、こういった職員の通報が義務化

されることになっております。そういった

ことから、虐待に対して対応の強化に関し

ては、義務化されていること、また、それ

に基づいた対応が今後求められてきます。 

 通報を受けた場合、どのような対応にな

るかといいますと、まずは市として、また

保育所、認定こども園であれば大阪府の所

管となりますが、情報収集を行い、立入調

査等を行いまして、事実確認、また虐待の

有無等の判断、そして、必要であれば指導

を今後、行っていくことになりますので、

児童虐待に対して適切な対応を行ってい

くことが必要となってまいります。 

 次に、乳幼児健診のことでございます。 

 まず、基本的な考え方としまして、今回

の条例の第３条で、家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例を

一部改正するもので、この第１８条第１項

におきまして、家庭的保育事業者等は、利

用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、

定期健康診断を行わなければならない旨

が規定されております。こちらが、まずは

原則となります。その上で、第２項として、

今回、条例改正案を提出させていただいて

おりますように、この原則の規定にかかわ

らず、省略できる場合の規定が設けられて

いると、こういった条例の構成になってお

ります。 

 乳幼児健診につきましては、先ほど１歳

半とか３歳半であると御質問いただいて

おりますけども、保育所等の入所に係りま

しては、最も早くて産休明けからとなって

おりますので、この保育所入所等に関わる

ものとしては、摂津市では４か月健診、ま

た、生後１０か月頃を目安に受診いただく

乳児後期健康診査、また、１歳６か月児健

診、３歳６か月児健診、こういったものが

対象となってきます。 

 特に、母子保健法に規定する健康診査の

有効期間につきましては、国から示されて

いるものではないと認識しております。そ
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のようなことから、家庭的保育事業者等に

おいて、利用開始前には、利用乳幼児とそ

の保護者との面談等の機会がありますこ

とから、その乳幼児の状況等を見ていただ

いた上で、健康診断の実施について、一部

または全部を省略するのか適切に判断し

ていただく必要があるものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 谷口委員。 

○谷口治子委員 丁寧な答弁、ありがとう

ございました。 

 摂津市でも過去に大きな虐待の問題が、

すごい全国的なニュースになったのもあ

ります。しっかりと市と連携を取っていた

だいて、二度とああいう事件が起こらない

ようにしていただけたらと思います。 

 また、乳幼児健診の件ですが、しっかり

と面談していただけるということなので、

こちらも、またしっかりよろしくお願いい

たします。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

○水谷毅委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４８分 休憩） 

（午前１０時４９分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 討論なしと認め、採決を

いたします。 

 議案第５３号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 賛成多数。 

 よって、本件は、可決すべきものと決定

しました。 

 議案第５５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成。 

 よって、本件は、可決すべきものと決定

しました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午前１０時５０分 閉会） 

 

 

 

 

 

 摂津市議会委員会条例第２９条第１項

の規定により、署名する。 

 

 文教上下水道常任委員長 水谷  毅 

 

 

 文教上下水道常任委員  西谷 知美 

 

 

 


